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○山元町空き家等活用情報提供事業実施要綱 

令和２年４月20日告示第51号 

改正 

令和４年３月31日告示第49号 

山元町空き家等活用情報提供事業実施要綱 

山元町空き家等活用情報提供事業実施要綱（平成20年山元町告示第13号）の全部を改正する。 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、山元町における空き家、空き地及び空き店舗（以下「空き家等」という。）

を有効に活用することにより、定住促進による地域の活性化を図るため、空き家等に関する情報

を登録し、その情報の提供を行う事業（以下「空き家バンク」という。）の実施に関し、必要な

事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。 

(１) 空き家 空家等対策の推進に関する特別措置法（平成26年法律第127号）に定めるもののう

ち、個人が居住を目的として本町内に建築した専ら居住の用に供される一戸建ての住宅のうち、

現に居住していない住宅（近く居住しなくなる予定の住宅及び農地付き住宅を含む。）及びそ

の敷地をいう。ただし、賃貸又は分譲を目的として建築された住宅及び老朽又は損害が著しく

大規模な修繕が必要と認められる住宅を除く。 

(２) 空き地 町内に所在する、個人が居住を目的とした住宅を建築するための敷地として認め

られる土地であって、現に居住の用に供する住宅が存在しない土地をいう。 

(３) 空き店舗 個人及び法人が商工業等の事業を営むことを目的として町内に建築した現に事

業活動が行われていない店舗等（近く事業活動が行われなくなる予定の店舗等を含む。）及び

その敷地をいう。 

(４) 所有者等 空き家等に係る所有権を有する者又は空き家等の売却若しくは賃貸（転貸を除

く。）を行うことができる権利を有する者をいう。ただし、宅地建物取引業法（昭和27年法律

第176号。以下「法」という。）第２条第２号に規定する宅地建物取引業を営んでいる者を除く。 

(５) 利用希望者 空き家バンクを利用して空き家等の購入又は賃借を行い、空き家等を有効に

利用しようとする者をいう。ただし、法第２条第２号に規定する宅地建物取引業を営んでいる

者を除く。 

（適用上の注意） 



2/21 

第３条 この要綱は、空き家バンク以外による空き家等の取引を妨げるものではない。 

２ 山元町暴力団排除条例（平成25年山元町条例第12号）第２条第３号に規定する暴力団員又は同

条第４号に規定する暴力団員等と認められる者は、空き家バンクを利用することができない。 

（不動産関係団体等との協定） 

第４条 町長は、空き家バンクによる空き家等の取引（以下「空き家等取引」という。）及び空き

家等の適正な管理を円滑に行うため、この要綱の趣旨に照らして適当と認められる者（以下「不

動産関係団体等」という。）と次に掲げる事項に関して相互協定を締結することができるものと

する。 

(１) 空き家等取引に係る媒介に関すること。 

(２) 空き家等の調査及び利用促進に関すること。 

(３) 空き家等に関する相談に関すること。 

(４) 空き家等の保全に関すること。 

(５) その他空き家バンクに関すること。 

２ 町長は、前項の規定による協定を締結したときは、速やかに協定を締結した不動産関係団体等

（以下「協力事業者」という。）の名称その他必要な事項を公表するとともに、協力事業者に対

し、必要に応じて前項各号に規定する事項に関する情報を提供するものとする。 

（空き家等の登録） 

第５条 空き家バンクによる空き家等の売却又は賃貸を希望する所有者等は、当該空き家等を空き

家バンクに登録しなければならない。 

２ 前項の規定により空き家バンクに空き家等を登録しようとする所有者等は、山元町空き家等活

用情報提供事業登録申請書（様式第１号）に、次の各号に掲げる書類を添付して町長に登録申請

をするものとする。ただし、空き家等を登録しようとする所有者等のほかに当該空き家等の所有

権を共有する者があるとき又は空き家等を登録しようとする所有者等が所有権以外の権利を有す

る者であるときは、当該所有者等に係る同意書のほかに、当該空き家についての所有権を有する

者（売却希望の場合は所有権を有する者全員、賃貸希望の場合は所有権を有する者の持分割合の

過半数。）の同意書を併せて提出しなければならない。 

(１) 同意書（様式第２号） 

(２) 空き家バンク物件登録カード（様式第３号） 

(３) 本人を確認できる書類の写し 

(４) 登録しようとする空き家等に係る登記の全部事項証明書（当該空き家等が未登記である場
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合は公課証明書。いずれも発行の日から３箇月内のものとする。） 

(５) その他町長が必要と認める書類 

３ 町長は、前項の規定による登録の申請があったときは、その内容等を確認の上、当該申請をし

た所有者等（以下「申請者」という。）の立会いの下で現地調査を行い、登録することが適当で

あると認めたときは、当該申請に係る空き家等を空き家バンクに登録するとともに、当該空き家

等に関する事項を空き家等活用情報台帳（以下「台帳」という。）に記載し、その旨を山元町空

き家等活用情報提供事業登録完了通知書（様式第４号）により申請者に通知するものとする。た

だし、登録する空き家に農地を附帯させる場合は、山元町農業委員会の空き家に附属した農地の

指定についての許可を受けた後に登録するものとする。 

４ 町長は、前項の規定による現地調査の結果その他の事情により当該空き家等を空き家バンクに

登録することが適当でないと認めたときは、当該申請者にその旨を通知するものとする。 

５ 第３項の規定により空き家バンクに登録ができる期間は、登録した日から２年を経過した年度

の属する３月31日までとする。 

６ 町長は、空き家等で空き家バンクに登録することが適当と認めるものがあるときは、所有者等

に、空き家等の登録を勧めることができるものとする。 

（空き家等の保全義務） 

第６条 前条第３項の規定による通知を受けた申請者（以下「物件登録者」という。）は、空き家

バンクに登録された空き家等（以下「登録物件」という。）の保全に努めなければならない。 

２ 町長は、第４条第１項の規定による協定を締結したときは、空き家等の保全のために、物件登

録者に対して協力事業者を紹介することができるものとする。 

（空き家等の登録事項変更） 

第７条 物件登録者は、台帳に記載された登録物件に関する事項（以下「登録事項」という。）に

変更があったときは、山元町空き家等活用情報提供事業登録事項変更届出書（様式第５号）に変

更内容を記載した空き家バンク物件登録カードを添付して、町長に届け出なければならない。 

２ 町長は、前項の規定による届出があったときは、速やかに台帳の当該登録事項を変更するとと

もに、その旨を当該物件登録者に通知するものとする。 

（空き家等の登録期間の延長） 

第８条 物件登録者は、登録の期間が満了した後も引き続き登録物件を空き家バンクに登録しよう

とするときは、登録の期間が満了するまでに、山元町空き家等活用情報提供事業登録期間延長申

出書（様式第６号）により、町長に登録の期間の延長を申し出なければならない。 
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２ 前項の場合において、登録の延長ができる期間は、登録の期間満了の日の翌日から起算して２

年を経過した年度の属する３月31日までとし、町長は、登録の延長をしたときは、その旨を当該

物件登録者に通知するものとする。登録が延長された期間の満了後も、引き続き登録しようとす

るときも、同様とする。 

（空き家等の登録抹消） 

第９条 物件登録者は、物件に係る所有権その他の権利の異動等により、空き家バンクから当該登

録物件を抹消しようとするときは、山元町空き家等活用情報提供事業登録抹消届出書（様式第７

号）により、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。 

２ 町長は、前項の規定による届出があったときは、速やかに当該登録物件の登録を抹消するとと

もに、その旨を当該物件登録者に通知するものとする。 

３ 町長は、登録から２年を経過した登録物件について、物件登録者から登録の期間の延長の申し

出がなかったとき又は登録内容に虚偽があるなど登録されていることが適当でないと認めたとき

は、空き家バンクから当該登録物件を抹消するとともに、その旨を当該物件登録者に通知するも

のとする。 

（登録物件に関する情報提供） 

第10条 町長は、登録物件に係る次の各号に掲げる登録事項について、山元町ホームページへの掲

載その他適切な方法により公開し、広く一般に情報を提供するものとする。 

(１) 登録番号 

(２) 取引種別及び希望価格 

(３) 物件の概要 

(４) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項 

２ 町長は、前項に規定する情報の提供のほかに、空き家等の取引を円滑に行うため、登録事項の

中から必要に応じて、他の有用な情報を提供できるものとする。ただし、事前に当該物件登録者

から了解を得た上で、情報を提供するものとする。 

（利用の登録） 

第11条 登録物件に関する情報の提供を受け、空き家等の購入又は賃借を希望する者（以下「利用

希望者」という。）は、山元町空き家等活用情報提供事業利用登録申請書（様式第８号）及び誓

約書（様式第９号）により町長に利用登録の申請をするものとする。 

２ 前項の利用希望者が次の各号のいずれかに該当するときは、空き家バンクへの利用登録をする

ことができない。 



5/21 

(１) 空き家に居住又は定期的に滞在することができない者 

(２) 空き地を活用し、又は定期的に保全管理するなどの有効利用ができない者 

(３) 空き店舗に定期的に滞在して有効に利用することができない者 

(４) その他町長が適当でないと認める者 

３ 町長は、第１項の規定による利用登録の申請があったときは、その内容等を確認の上、適当で

あると認めたときは、空き家バンクに登録するとともに当該利用希望者に関する事項を台帳に記

載し、その旨を山元町空き家等活用情報提供事業利用登録完了通知書（様式第10号）により当該

利用希望者に通知するものとする。 

４ 前項の規定により空き家バンクに利用登録ができる期間は、利用登録した日から２年を経過し

た年度の属する３月31日までとする。 

（利用の登録事項変更） 

第12条 前条第３項の規定による通知を受けた利用希望者（以下「利用登録者」という。）は、台

帳に登録された事項（以下「利用登録事項」という。）に変更があったときは、山元町空き家等

活用情報提供事業利用登録事項変更届出書（様式第11号）により、町長に届け出なければならな

い。 

２ 町長は、前項の規定による届出があったときは、速やかに当該利用登録事項を変更するととも

に、その旨を当該利用登録者に通知するものとする。 

（利用の登録期間の延長） 

第13条 利用登録者は、利用登録の期間が満了した後も引き続き空き家バンクを利用しようとする

ときは、利用登録の期間が満了するまでに、山元町空き家等活用情報提供事業利用登録期間延長

申出書（様式第12号）により、町長に利用登録の期間の延長を申し出なければならない。 

２ 前項の場合において、利用登録の延長ができる期間は、利用登録の期間満了の日の翌日から起

算して２年を経過した年度の属する３月31日までとし、町長は、登録の延長をしたときは、その

旨を当該物件登録者に通知するものとする。 

（利用の登録抹消） 

第14条 利用登録者は、空き家バンクの利用を中止するため、当該利用の登録を抹消しようとする

ときは、山元町空き家等活用情報提供事業利用登録抹消届出書（様式第13号）により、遅滞なく

その旨を町長に届け出なければならない。 

２ 町長は、前項の規定による届出があったときは、速やかに当該利用登録を抹消するとともに、

その旨を当該利用登録者に通知するものとする。 
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３ 町長は、登録から２年を経過した利用登録について、利用登録者から利用登録の期間の延長の

申し出がなかったとき又は登録内容に虚偽があるなど登録されていることが適当でないと認めた

ときは、当該利用の登録を抹消するとともに、その旨を当該利用登録者に通知するものとする。 

（空き家等取引に係る交渉等） 

第15条 空き家バンクを活用した空き家等取引については、物件登録者と利用登録者が直接交渉等

を行うものとし、町長はこれに関与しない。ただし、第４条第１項の規定による協定を締結した

ときは、町長は協力事業者に加盟する宅地建物取引業者（法第２条第３号に規定する宅地建物取

引業者をいう。）を指定し、空き家の取引に関与させることができるものとする。 

２ 物件登録者は、前項の規定による空き家等取引が終了したときは、山元町空き家等活用情報提

供事業交渉結果報告書（様式第14号）により、遅滞なくその結果を町長に報告しなければならな

い。 

３ 町長は、第１項の規定による空き家等取引により生ずる利益又は損害については、これに一切

関与しない。 

（個人情報の保護） 

第16条 第５条第３項及び第11第３項の規定により台帳に登録された個人情報の取扱いについては、

山元町個人情報保護条例（平成18年山元町条例第23号）に定めるところによる。 

２ この要綱において、空き家等取引及び空き家等の適正な管理に関与する者は、空き家バンクに

おける個人情報の取扱いについて、次の各号に掲げる事項に留意するものとする。 

(１) 個人情報を他に漏らし、又は自己の利益若しくは不当な目的のために利用しないこと。 

(２) 個人情報をき損し及び紛失することのないよう適正に管理すること。 

(３) 個人情報を利用する必要がなくなったときは、適切に廃棄すること。 

(４) 空き家等取引のために取得した個人情報については、適切な管理をするとともに、漏えい

等が生じたときは、直ちに町長に報告し、その指示に従うこと。 

（その他） 

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、令和２年５月１日から施行する。 

（山元町行政サービス制限実施要綱の一部改正） 

２ 山元町行政サービス制限実施要綱（平成21年山元町告示第15号）の一部を次のように改正する。 
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別表第２中「空き家等活用情報提供」の項を削る。 

附 則（令和４年３月31日告示第49号） 

この告示は、令和４年４月１日から施行する。 

様式第１号（第５条関係） 
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様式第２号（第５条関係） 
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様式第３号（第５条関係） 
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様式第４号（第５条関係） 
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様式第５号（第７条関係） 
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様式第６号（第８条関係） 
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様式第７号（第９条関係） 
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様式第８号（第11条関係） 
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様式第９号（第11条関係） 
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様式第10号（第11条関係） 
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様式第11号（第12条関係） 

 



19/21 

様式第12号（第13条関係） 
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様式第13号（第14条関係） 
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様式第14号（第15条関係） 

 


